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文部科学省の施設整備基本方針と施設整備基本計画の改正内容及

び本市への影響について 

１ 「公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針(平成18年文部科学省告示

第61号)」及び「公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本計画(平成18年文

部科学省告示第62号)」について 

施設整備基本方針とは、公立の義務教育諸学校等施設の整備を推進するため、施設整備の目

標を定めるもので、概ね５年を目途に見直しを行うものです。 

施設整備基本計画とは、施設整備基本方針に基づき、地方公共団体が交付金を有効活用し、

安心で豊かな教育環境を整備するために必要な改築、改造事業について定めるもので、施設整

備基本方針の変更等に伴い、必要に応じて見直しを行います。 

２ 施設整備基本方針等の平成28年の改正内容について 

＜改正前（平成23年５月24日改正）＞ 

・ 平成27年度までの５年間のできるだけ早い時期に、耐震化を完了させることを目指す。

また、建物自体のみならず、非構造部材の耐震化を推進することや災害発生時に備え防災

機能強化を図る。 

・ 老朽化対策の推進を図る。 

・ エコスクール化や新エネルギーの導入、教育の情報化等の様々な社会的要請への適切な

対応等、教育環境の質的向上を図る。 

       構造体と吊り天井の耐震化は概ね完了 

       非構造部材の耐震化と老朽化対策が課題。教育環境の質的向上も必要 

＜改正後（平成28年８月２日改正）＞ 

・ 安全性を最優先として計画的に施設整備を進め、公立の義務教育諸学校等施設の老朽化

対策・長寿命化を図る。既存の施設を長く大事に使う「長寿命化改修」に重点を移す。 

・ 耐震化が未了の全ての施設について、一刻も早い耐震化を完了する。その他、天井材や

外装材等の非構造部材の耐震対策にも万全を期する。また、地域の避難所としての役割を

果たすため防災機能強化を図る。 

・ 老朽化対策の実施にあわせて、教育内容・教育方法等への変化や地域との連携、環境と

の共生、バリアフリー化、トイレ環境の改善や空調の設置など、様々な社会的要請や自然

的要因を踏まえ、教育環境の質的向上を図る。 

３ 改正に伴う本市への影響について 

文部科学省が施設整備基本方針等を改正した平成 28 年８月以前から、本市では既に改正内

容に沿った取組を行っており、引き続き国庫補助金を活用し、事業を推進してまいります。 

【本市の取組】 

・ 長寿命化改修や教育環境の質的向上につきましては、平成 26 年３月に策定した「学校

施設長期保全計画」に基づき、学校施設の老朽化対策、教育環境の質的向上、環境対策を

行う学校施設の改修を実施しているところです。 

・ 非構造部材の耐震対策については、構造体は平成 24 年度、体育館の非構造部材の耐震

化は平成 27 年度に完了しております。その他に校舎における準特定天井の落下防止対策

や飛散防止窓フィルムの貼付などの非構造部材の耐震対策についても整備を進めていま

す。 
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教育員会事務局教育環境整備推進室 作成 
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